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(57)【要約】
【課題】　時報等を聞く際には、発呼する番号を自動的
にＤＴＭＦ信号にする。
【解決手段】　ダイヤル入力があり（Ｓ１ステップ）、
入力された電話番号が電話帳メモリ２３０に格納されて
おり、尚且つその電話番号にＤＴＭＦ信号で電話番号を
回線へ送出するように指示する情報が付加されている場
合には（Ｓ２ステップのＹ）、Ｓ１ステップで入力され
た電話番号をＤＴＭＦ信号で回線へ送出する（Ｓ３ステ
ップ）。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
電話番号を記憶する記憶手段と、電話番号をＤＴＭＦ信号で回線へ送出するか又はダイヤ
ルパルスで送出するかを設定する設定手段と、入力手段と、当該入力手段から入力された
電話番号が前記記憶手段に記憶されていると、前記設定手段の設定状態に係らず、入力さ
れた電話番号をＤＴＭＦ信号で回線へ送出する送出手段と、を有することを特徴とする電
話装置。
【請求項２】
電話番号と、当該電話番号をＤＴＭＦ信号で回線へ送出するか、又はダイヤルパルスで回
線へ送出するかを示す情報と、を記憶する記憶手段と、
入力手段と、当該入力手段から入力された電話番号が前記記憶手段に記憶されていると判
定すると共に前記情報がＤＴＭＦ信号で回線へ送出ことを示す情報であれば、前記入力手
段から入力された電話番号をＤＴＭＦ信号で回線へ送出する送出手段と、を有することを
特徴とする電話装置。
【請求項３】
請求項１～２に記載の電話装置であり、更にマイクとミュート回路を有し、ＤＴＭＦ信号
送出開始又はＤＴＭＦ信号送出後から、前記ミュート回路を作動させ、前記マイクから入
力された音声を回線へ送出することを禁止することを特徴とする電話装置。
【請求項４】
電話番号と、当該電話番号をＤＴＭＦ信号で回線へ送出するか、又はダイヤルパルスで回
線へ送出するかを示す情報と、を記憶する記憶手段と、
入力手段と、当該入力手段から入力された電話番号が前記記憶手段に記憶されていると判
定すると共に前記情報がダイヤルパルスで回線へ送出ことを示す情報であれば、前記入力
手段から入力された電話番号をダイヤルパルスで回線へ送出する送出手段と、を有するこ
とを特徴とする電話装置。
【請求項５】
請求項４に記載の電話装置であり、更にマイクとミュート回路を有し、ダイヤルパルス信
号送出開始又はダイヤルパルス送出後から、前記ミュート回路を作動させ、前記マイクか
ら入力された音声を回線へ送出することを禁止することを特徴とする電話装置。
【請求項６】
電話番号を記憶する記憶手段と、電話番号をＤＴＭＦ信号で回線へ送出するか又はダイヤ
ルパルスで送出するかを設定する設定手段と、入力手段と、当該入力手段から入力された
電話番号が前記記憶手段に記憶されていないと、前記設定手段の設定状態に係らず、入力
された電話番号をＤＴＭＦ信号で回線へ送出する送出手段と、を有することを特徴とする
電話装置。
【請求項７】
請求項６に記載の電話装置であり、更にマイクとミュート回路を有し、ＤＴＭＦ信号送出
開始又はＤＴＭＦ信号送出後から、前記ミュート回路を作動させ、前記マイクから入力さ
れた音声を回線へ送出することを禁止することを特徴とする電話装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電話装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在では、日本電信電話株式会社がボイスワープといわれるサービスを提供している。
このサービスは、自宅や事務所にかかってきた電話をあらかじめ設定した電話番号へ転送
するサービスである。
【０００３】
　このボイスワープを利用する為には、電話機をＤＴＭＦ（Ｄｕａｌ　Ｔｏｎｅ　Ｍｕｌ
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ｔｉｐｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）信号を送信できるように設定しなければ各種設定が行
われない。
【０００４】
　尚、本出願人は関係する特許文献を発見できなかったが、ＤＴＭＦ信号により遠隔操作
する技術は、例えば特許文献１に記載されている。
【特許文献１】特開平０５－１２２３１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このようなサービスは、ＤＴＭＦ（Ｄｕａｌ　Ｔｏｎｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ）信号を回線へ送出することにより実行できるものである。この為、電話装置
側で、送出するダイヤル信号がＤＴＭＦ信号ではなくダイヤルパルスに設定されていれば
、ユーザがサービスを受ける為の各種の登録操作をテンキーでしても登録することはでき
ない。このような場合、ユーザがスライドスイッチ操作やキー操作を行うことにより、回
線へ送出する信号をダイヤルパルスからＤＴＭＦに切り換える必要があり、面倒である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明はこのような課題を解決する為のものであり、
　請求項１記載の電話装置は、電話番号を記憶する記憶手段と、電話番号をＤＴＭＦ信号
で回線へ送出するか又はダイヤルパルスで送出するかを設定する設定手段と、入力手段と
、当該入力手段から入力された電話番号が前記記憶手段に記憶されていると、前記設定手
段の設定状態に係らず、入力された電話番号をＤＴＭＦ信号で回線へ送出する送出手段と
、を有することを特徴とする。
【０００７】
　請求項２記載の電話装置は、電話番号と、当該電話番号をＤＴＭＦ信号で回線へ送出す
るか、又はダイヤルパルスで回線へ送出するかを示す情報と、を記憶する記憶手段と、入
力手段と、当該入力手段から入力された電話番号が前記記憶手段に記憶されていると判定
すると共に前記情報がＤＴＭＦ信号で回線へ送出ことを示す情報であれば、前記入力手段
から入力された電話番号をＤＴＭＦ信号で回線へ送出する送出手段と、を有することを特
徴とする。
請求項３記載の電話装置は、請求項１～２に記載の電話装置であり、更にマイクとミュー
ト回路を有し、ＤＴＭＦ信号送出開始又はＤＴＭＦ信号送出後から、前記ミュート回路を
作動させ、前記マイクから入力された音声を回線へ送出することを禁止することを特徴と
する。
【０００８】
　請求項４記載の電話装置は、電話番号と、当該電話番号をＤＴＭＦ信号で回線へ送出す
るか、又はダイヤルパルスで回線へ送出するかを示す情報と、を記憶する記憶手段と、入
力手段と、当該入力手段から入力された電話番号が前記記憶手段に記憶されていると判定
すると共に前記情報がダイヤルパルスで回線へ送出ことを示す情報であれば、前記入力手
段から入力された電話番号をダイヤルパルスで回線へ送出する送出手段と、を有すること
を特徴とする。
請求項５記載の電話装置は、請求項４に記載の電話装置であり、更にマイクとミュート回
路を有し、ダイヤルパルス信号送出開始又はダイヤルパルス送出後から、前記ミュート回
路を作動させ、前記マイクから入力された音声を回線へ送出することを禁止することを特
徴とする。
【０００９】
　請求項６記載の電話装置は、電話番号を記憶する記憶手段と、電話番号をＤＴＭＦ信号
で回線へ送出するか又はダイヤルパルスで送出するかを設定する設定手段と、入力手段と
、当該入力手段から入力された電話番号が前記記憶手段に記憶されていないと、前記設定
手段の設定状態に係らず、入力された電話番号をＤＴＭＦ信号で回線へ送出する送出手段
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と、を有することを特徴とする。
請求項７記載の電話装置は、請求項６に記載の電話装置であり、更にマイクとミュート回
路を有し、ＤＴＭＦ信号送出開始又はＤＴＭＦ信号送出後から、前記ミュート回路を作動
させ、前記マイクから入力された音声を回線へ送出することを禁止することを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１記載の電話装置によると、記憶手段に記憶されている電話番号の入力があると
、その電話番号を、設定手段の設定に係らず、ＤＴＭＦ信号で回線へ送出するため、ユー
ザが一々ダイヤルパルスかＤＴＭＦの切り替え操作を行う必要がない。
【００１１】
　請求項２記載の電話装置によると、入力された電話番号が、記憶手段に記憶されており
尚且つＤＴＭＦで送出する情報が付加されていると、その電話番号を、設定手段の設定に
係らず、ＤＴＭＦ信号で回線へ送出するため、ユーザが一々ダイヤルパルスかＤＴＭＦの
切り替え操作を行う必要がない。
【００１２】
　請求項３記載の電話装置によると、発呼開始或いは発呼後に自動的にマイクからの音声
にミュートがかかる為、回線からの情報が聞き取りにくいといった問題を回避できる。
【００１３】
　請求項４記載の電話装置によると、入力された電話番号が、記憶手段に記憶されている
電話番号であり尚且つダイヤルパルスで送出する情報が付加されたものであると、その電
話番号を、設定手段の設定に係らず、ダイヤルパルス信号で回線へ送出するため、ユーザ
が一々ダイヤルパルスかＤＴＭＦの切り替え操作を行う必要がない。
【００１４】
　請求項５記載の電話装置によると、発呼開始或いは発呼後に自動的にマイクからの音声
にミュートがかかる為、回線からの情報が聞き取りにくいといった問題を回避できる。
【００１５】
　請求項６記載の電話装置によると、記憶手段に記憶されていない電話番号の入力がある
と、その電話番号を、設定手段の設定に係らず、ＤＴＭＦ信号で回線へ送出するため、ユ
ーザが一々ダイヤルパルスかＤＴＭＦの切り替え操作を行う必要がない。
【００１６】
　請求項７記載の電話装置によると、発呼開始或いは発呼後に自動的にマイクからの音声
にミュートがかかる為、回線からの情報が聞き取りにくいといった問題を回避できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　図１は本発明を適用してなる実施例装置（電話装置）のブロック図である。
【００１８】
　図１において、制御部１００は電話装置内部の各回路の制御を司る。又、制御部１００
は、着信時に発呼側の電話番号を一時的に格納するバッファメモリ（図示せず）と所定時
間の計時を行うタイマ（図示せず）とを有している。
ダイオードブリッジ１１０は回線Ｌと接続されており、回線Ｌの極性が反転しても装置内
部の回路の電位を一定に保つ。リンガー検出部１２０は、回線Ｌに接続され、回線Ｌから
一定周期で送られてくる周波数１６ヘルツの着信信号を検出すると上記着信を示す信号を
制御部１００に送出する。
【００１９】
　網制御部１３０は、上記制御部１００の制御の下で回線の閉結動作を行い、回線の極性
反転を検出する機能も有している。又、ＤＴＭＦ（Ｄｕａｌ　Ｔｏｎｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）信号や、ダイヤルパルス信号を回線へ送出する機能を有してい
る。
ビープ音発生部１４０は、制御部１００の制御の下で例えば２キロヘルツのビープ音を網
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制御部１３０を介して回線Ｌへ送出する。
【００２０】
　スピーカ１５０は、アンプ１６０とミュート回路１７０を介して制御部１００と接続さ
れており、上記リンガー検出部１２０により回線Ｌからの着信信号が検出された際に着信
音を送出し、又、拡声受話を行う際には、回線Ｌからの音声やＲＢＴ（Ｒｉｎｇ　Ｂａｃ
ｋ　Ｔｏｎｅ）をスピーカ１５０から出力する。
【００２１】
　ミュート回路１７０は、制御部１００の制御の下で、スピーチネットワーク部１８０か
ら入力した音声信号や着信音等をスピーカから送出させないようにする。スピーチネット
ワーク部１８０は、音声信号の通過するラインの接続切換を行う。
【００２２】
　又、スピーチネットワーク部１８０は、スピーカ１９１から入力した音声信号を回線Ｌ
へ送出しないようにするためのミュート回路を内蔵している（図示せず）。
【００２３】
　送受話部１９０のスピーカ１９１は、アンプ１９２を介して上記スピーチネットワーク
部１８０と接続されており、回線Ｌから入力した発呼側の音声信号を送出する。送受話部
１９０のマイク１９３は、アンプ１９４を介して上記スピーチネットワーク部１８０と接
続されており、ユーザの発した音声信号をスピーチネットワーク部１８０へ送出する。
フック検出部２００は、制御部１００と接続されており、上記送受話部１９０のオンフッ
ク、オフフックを検出する。
発呼側番号検出部２１０は、スピーチネットワーク部１８０と制御部１００とに接続され
ており、着信時に回線Ｌからの発呼側電話番号を検出する。
入力部２２０は、テンキーや、ＤＴＭＦとダイヤルパルスとを切り換えるスイッチ等を有
しており、入力部２２０で入力された信号は制御部１００に送出される。
【００２４】
　電話帳メモリ２３０は、例えばＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａ
ｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等の書き換え
自由な不揮発性メモリからなり、電話番号と発呼側の名称とを対にして複数件格納可能で
ある。又、特定の電話番号（例えば、時報等で使用する「１１７」等）には、ＤＴＭＦ信
号で電話番号を回線へ送出するように指示する情報が付加されている。更に、前記入力部
のスライドスイッチで設定された、回線へ送出する信号がＤＴＭＦかダイヤルパルスかを
示す情報も格納される。尚、本実施例では、例えば「１１７」等の特定の電話番号の入力
があると、たとえスライドスイッチでの設定がダイヤルパルスとなっていてもＤＴＭＦ信
号を回線へ送出する構成となっている。
【００２５】
　用件メッセージ格納部２４０は、例えばＥＥＰＲＯＭからなり、電話装置が留守録音を
開始した際に回線Ｌから入力した発呼側の用件メッセージを格納する領域と、上記用件メ
ッセージに対応する発呼側の電話番号を格納する領域とを有しており、上記発呼側番号検
出部２１０が着信時に発呼側の電話番号を検出した場合には、上記用件メッセージと発呼
側の電話番号とを対にして格納可能であり、これらの情報を複数件格納可能である。又、
着信時に前記発呼側番号検出部２１０が電話番号を検出しなかった場合には、用件メッセ
ージのみ用件メッセージ格納部２４０に格納される。尚、用件メッセージに対応して着信
した日付、日時等を格納しても良い。
【００２６】
　表示部２５０は、上記入力部２２０から入力された電話番号や、上記電話帳メモリ２３
０に格納されている電話番号及び名称等を表示することが可能である。又、上記用件メッ
セージ格納部２４０に格納されている発呼側からの用件メッセージを再生（スピーカ１５
０から送出）している際に、上記用件メッセージ格納部２４０に上記発呼側のメッセージ
と対となって格納されている発呼側の電話番号を表示する。
【００２７】
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　拒否番号格納部２６０は、例えばＥＥＰＲＯＭ等からなり、着信を拒否する相手先の電
話番号が格納される。
【００２８】
　応答メッセージ格納部２７０は、例えばＥＥＰＲＯＭ等からなり、用件メッセージを格
納する前に発呼側へ送出する応答メッセージ（例えば、"ただ今でかけております、発信
音の後にメッセージを入れてください"）を格納している。
【００２９】
　次に、本発明を適用してなる実施例装置の動作について以下に説明する。
【００３０】
　図２は本実施例装置の動作を示すフロー図である。図２のＳ１ステップにおいて、制御
部１００は、入力部２２０から電話番号の入力があると判定すると、Ｓ２ステップへ処理
を進める。
【００３１】
　Ｓ２ステップでは、制御部１００は、前記Ｓ１ステップで入力された電話番号が電話帳
メモリ２３０に格納されており、尚且つその電話番号にＤＴＭＦ信号で電話番号を回線へ
送出するように指示する情報が付加されている場合には、Ｓ３ステップへ処理を進め、そ
うでなければ、Ｓ４ステップへ処理を進める。
【００３２】
　Ｓ３ステップでは、制御部１００は、前記Ｓ１ステップで入力された電話番号をＤＴＭ
Ｆ信号で回線へ送出するように網制御部１３０を制御する。これにより、前記Ｓ１ステッ
プで入力された電話番号は、電話帳メモリ２３０に格納されている、スライドスイッチの
状態に基づくＤＴＭＦ信号を送出するかダイヤルパルスを送出するかの設定に係らず、Ｄ
ＴＭＦ信号で回線へ送出される。又、Ｓ３ステップ以降では、マイク１９３から入力され
た音声は、スピーチネットワーク部１８０でミュートがかけられる。こうすることにより
、マイク１９３から入力された音声が回線へ送出されることがない。その結果、回線から
の情報をユーザが聞いている最中に、マイク１９３から入力された周囲の騒音等により聞
き取りにくいといった状況を回避することができる。
Ｓ４ステップでは、制御部１００は、前記Ｓ１ステップで入力された電話番号を電話帳メ
モリ２３０に格納されている、スライドスイッチの状態に基づくＤＴＭＦ信号を送出する
かダイヤルパルスを送出するかの設定に基づいて回線へ送出する。
【００３３】
　尚、本実施例では電話帳メモリに格納されている電話番号の入力があれば、ＤＴＭＦ信
号を回線へ送出する構成としたが、電話帳メモリに格納されていない電話番号の入力があ
れば、ＤＴＭＦ信号を回線へ送出する構成としても良い。
【００３４】
　又、電話帳メモリに、電話番号とダイヤルパルスで送出する情報とが対で格納し、発呼
する相手先が、このダイヤルパルスで送出する情報が付加された電話番号であると、電話
番号をダイヤルパルスで回線へ送出する構成としても良い。これは、相手側がＤＴＭＦ信
号ではなくダイヤルパルスで応答するシステムに対応させるためのものである。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】は、本発明を適用してなる実施例装置のブロック図である。
【図２】は、本発明を適用してなる実施例装置の動作を示すフロー図である。
【符号の説明】
【００３６】
　　１００　制御部
　　１３０　網制御部
　　１８０　スピーチネットワーク部
　　２２０　電話帳メモリ
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【図１】 【図２】
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